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地方自治法施行規則 

昭和 22年 5月 3日 

内務省令第 29号 

 

第 18 条 地方自治法第 260 条の２第２項 に規定する申請は、同条第１項 に規定する地縁

による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を

包括する市町村の長に対し行うものとする。 

一 規約 

二 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 

三 構成員の名簿 

四 申請時に不動産又は不動産に関する権利等（以下この号において「不動産等」という。）

を保有している団体にあっては保有資産目録、申請時に不動産等を保有することを予定

している団体にあっては保有予定資産目録 

五 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持

及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 

六 申請者が代表者であることを証する書類 

２ 前項の申請書並びに保有資産目録及び保有予定資産目録の様式は、別記のとおりとする。 

第 19 条 地方自治法第 260 条の２第 10 項 に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で当該各号に定める事項

について行うものとする。 

一 地方自治法第 260条の２第１項 の認可を行った場合 

イ 名称 

ロ 規約に定める目的 

ハ 区域 

ニ 主たる事務所 

ホ 代表者の氏名及び住所 

ヘ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無（職務代行

者が選任されている場合は、その氏名及び住所） 

ト 代理人の有無（代理人がある場合は、その氏名及び住所） 

チ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由 

リ 認可年月日 

二 解散した場合（破産による場合を除く。） 

イ 名称 

ロ 区域 

ハ 主たる事務所 

ニ 清算人の氏名及び住所 

ホ 解散事由 

ヘ 解散年月日 

三 清算結了の場合 

イ 名称 

ロ 区域 

ハ 主たる事務所 

ニ 清算人の氏名及び住所 

ホ 清算結了年月日 

四 前二号の場合及び破産による場合を除くほか、地方自治法第 260条の２第 11項 の規定

により、告示された事項に変更があつたとして届出があつた場合 告示した事項のうち変

更があつた事項及びその内容 



地方自治法施行規則（認可地縁団体関係部分抜粋） 

2 

 

２ 前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。 

第 20 条 地方自治法第 260 条の２第 11 項 に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、

届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区

域を包括する市町村の長に対し行うものとする。 

２ 前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。 

第 21 条 地方自治法第 260 条の２第 12 項 に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請

求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出

することにより行うものとする。 

２ 市町村長は、第十九条に掲げる事項を記載した台帳を作成し、前項の請求があつたとき

は、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。 

３ 前項の台帳の様式は、別記のとおりとする。 

第 22条 地方自治法第 260条の３第２項 の規定による規約の変更の認可の申請は、申請書

に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したこと

を証する書類を添付して行わなければならない。 

２ 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。 

第 22 条の２ 地方自治法第 260 条の 38 第１項 に規定する申請は、認可地縁団体の代表者

が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に

対し行うものとする。 

一 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産（以下「申請不動産」という。）の

登記事項証明書 

二 第十八条の規定により提出した保有資産目録又は保有予定資産目録。ただし、当該書類

に申請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に係る事項について総会で議決し

たことを証する書類 

三 申請者が代表者であることを証する書類 

四 地方自治法第 260条の 38第１項 各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料 

２ 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。 

第 22 条の３ 地方自治法第 260 条の 38 第２項 に規定する公告は、次に掲げる事項につい

て行うものとする。 

一 地方自治法第 260条の 38第１項 の申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる

事務所 

二 前条第二項に規定する申請書の様式に記載された申請不動産に関する事項 

三 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることがで

きる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれ

らの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者（以下「登記関係者等」

という。）である旨 

四 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項 

２ 前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びそ

の内容を記載した申出書に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の市町村

長が必要と認める書類を添えて行うものとする。 

３ 前項の申出書の様式は、別記のとおりとする。 

第 22 条の４ 地方自治法第 260 条の 38 第４項 に規定する証する情報の提供は、前条第１

項第２号に掲げる申請不動産に関する事項その他必要な事項を記載した書面により行う

ものとする。 

２ 前項の書面の様式は、別記のとおりとする。 

第 22条の５ 地方自治法第 260条の 38第５項 に規定する通知は、第 22条の３第２項の規

定による異議の内容その他必要な事項を記載した通知書により行うものとする。 

２ 前項の通知書の様式は、別記のとおりとする。 


